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特
別
区
長
会
は
、
10
月
15
日
（
水
）
に

「
不
合
理
な
税
制
改
正
に
対
す
る
特
別
区

の
主
張
」
を
公
表
し
ま
し
た
。

不
合
理
な
税
制
改
正
に
よ
る
影
響
は
深
刻

こ
れ
ま
で
国
は
、「
地
方
創
生
の
推
進
」

と
「
税
源
偏
在
是
正
」
の
名
の
も
と
、
法

人
住
民
税
の
一
部
国
税
化
や
地
方
消
費
税

の
清
算
基
準
の
見
直
し
、
ふ
る
さ
と
納
税

制
度
等
の
不
合
理
な
税
制
改
正
を
進
め
て

き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
不
合
理
な
税
制
改
正
に
よ
る

特
別
区
全
体
の
影
響
額
は
、
令
和
7
年
度

で
約
3
千
6
百
億
円
、
平
成
27
年
度
か
ら

の
累
計
で
、
約
2
兆
3
千
億
円
に
上
り
ま

す
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
区
税
と
し
て
区
民

の
皆
様
に
使
わ
れ
る
べ
き
税
金
が
、「
東
京

は
財
源
に
余
裕
が
あ
る
」
等
の
一
方
的
な

見
方
に
よ
っ
て
、
国
に
奪
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
措
置
が
行
わ
れ
た
こ
と
に

対
し
、
①
不
合
理
な
税
制
改
正
に
よ
る
影

響
は
深
刻
、
②
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
は
廃

止
を
含
め
抜
本
的
な
見
直
し
が
必
要
、
③

東
京
の
地
方
財
源
が
突
出
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
、
④
今
後
も
多
く
の
財
源
が
必

要
、
⑤
地
方
税
財
源
の
拡
充
こ
そ
地
方
分

権
の
あ
る
べ
き
姿
と
い
う
5
点
を
挙
げ
て
、

特
別
区
の
考
え
方
を
示
し
て
い
ま
す
。

特
別
区
は
膨
大
な
財
政
需
要
を
抱
え
て
い
る

不
合
理
な
税
制
改
正
の
影
響
に
よ
る
減

収
に
加
え
、
長
引
く
物
価
高
騰
の
影
響
も

重
な
り
、
特
別
区
の
財
政
は
先
行
き
が
依

然
と
し
て
不
透
明
な
状
況
で
す
。

高
齢
者
の
急
増
や
首
都
直
下
地
震
な
ど

の
自
然
災
害
へ
の
備
え
、
公
共
施
設
の
老

朽
化
に
伴
う
改
築
な
ど
、
特
別
区
は
膨
大

な
財
政
需
要
に
対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

地
方
税
源
の
拡
充
こ
そ
が
あ
る
べ
き
姿

特
別
区
長
会
は
、
応
益
負
担
と
い
う
地

方
税
の
本
旨
を
無
視
し
て
特
別
区
か
ら
貴

重
な
税
源
を
奪
う
不
合
理
な
税
制
改
正
に

つ
い
て
是
正
を
求
め
る
と
と
も
に
、
地
方

税
財
源
総
体
の
拡
充
を
求
め
て
い
き
ま
す
。

（
特
別
区
長
会
事
務
局
）

不合理な税制改正に対する
特別区の主張（令和7年度版）

【不合理な税制改正に対する特別区の主張【概要】より加工して作成】
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「不合理な税制改正に対する特別区の主張」の本編及び概要は、特別区長会のホームページでご覧になれます。
https://www.tokyo23city-kuchokai.jp/katsudo/shucho.html


